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無料相談

健　　康

とき（２月） ところ
１日㈫13時30分～
15時30分

アスト津４階
会議室４

３日㈭９時30分
～11時30分

白山市民会館１階
教養娯楽室

３日㈭13時30分
～15時

市美杉庁舎１階
相談室（美杉人権センター内）

７日㈪９時30分
～11時30分

久居総合福祉会館南館２階
談話室１

９日㈬９時30分
～11時30分

河芸ほほえみセンター２階
福祉団体活動支援室

久居総合福祉会館北館２階
会議室

14日㈪13時30分～
15時30分

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

21日㈪13時30分～
15時30分

とき（２月） ところ

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

17日㈭13時～16
時（受け付けは
15時まで）

面談・
電話相談

（予約優先）

毎週火曜日（第５火曜日除
く）13時～18時

とき（毎月） 内　容

※祝・休日、年末年始を除く

毎月第３金曜日17時～19時

第16回手作り甲冑教室事前説明会
　紙や家庭用品などで甲冑を手作
りして、津まつりや地域イベント
に参加しませんか。
　１月30日(日)13時30分～15時
30分　　津センターパレス地下
１階　　高校生以上70歳未満
　１月26日(水)までに電話または
ファクス、Ｅメールで三重ドリーム
クラブ(　271－9978、　255－
2257、　qzo1341004@yahoo.
co.jp)へ

津市シルバー人材センター
入会説明会
　①２月９日 ②２月16日いずれ
も水曜日13時～15時　　①同セ
ンター作業室(三重町津興) ②久居
総合福祉会館　　市内に在住の
60歳以上で臨時・短期・簡易な
仕事を探している人
　同センター(　224－4123)へ

だいじこファミリー
認知症サポーター養成講座
　認知症を正しく理解し、認知症
の人やその家族を見守り支援する
サポーターを養成する講座です。
　２月６日(日)10時30分～12時
　中央公民館会議室　　　20人
　１月21日(金)から、だいじこファ
ミリー担当(　090－7300－5840)へ

がん患者と家族の方のおしゃべり
サロン in津
　同じ病気の人の話を聞いたり、
悩みを聞いてもらったりして、一人
で悩まず一緒にお話ししましょう。
　２月10日、３月10日いずれも
木曜日13時30分～15時30分　
　三重県津庁舎６階(桜橋三丁目)
　三重県がん相談支援センター
(　223－1616)へ

依存問題に関する相談
　毎日９時30分～18時30分　　
三重ダルク(栄町三丁目)　　アル

コールや薬物などの依存問題から
回復を図る人やその家族
　三重ダルク(　222－7510)へ

弁護士による法律相談(面談・電話)
　２月10日(木)10時～12時、13
時～15時　　市本庁舎３階相談
室　　市内に在住の人(新規優先)
　　８人(１人30分以内)
　２月４日(金)17時までに男女共
同参画室(　229－3103)へ

2022税制相談会
　税理士が税金や確定申告につい
ての相談にお答えします。
　２月５日(土)13時～17時(受け
付けは16時30分まで)　　サン・
ワーク津
　２月３日(木)までに暮らしほっと
ステーション津(　224－6511)へ
※予約優先、当日受け付けも可

司法書士による専門相談
(相続・贈与・土地問題など)
　毎月第２土曜日13時～16時
(祝・休日、年末年始を除く)　※12
時から整理券(　　18人)を配布　
　津センターパレス３階
　津市社会福祉協議会(　213－
7111)

交通事故面談相談(要予約)
　毎週火・金曜日(祝・休日、年末
年始を除く)　※相談時間は予約
時にお問い合わせください。　　
三重弁護士会館(中央)　　交通事
故に関する相談(面談)
　月～金曜日９時～17時に同弁
護士会(　228－2232)へ

社労士による労働相談(要予約)
　毎週水曜日13時～16時(祝・休
日、年末年始を除く)　　三重県
社会保険労務士会(島崎町)　　解
雇、賃金、職場でのハラスメン
ト、人事、配置転換、労働契約な
どの相談

　同会総合労働相談所(　228－
6064)へ

カウンセラー相談(面談・電話)

　夫婦・親子の関係、生き方の問
題など　　市内に在住の人
　男女共同参画室(　229－3103)へ

２月の行政相談
　行政相談員(市政相談員)が国や
市などの行政に関する意見等を受
け付けます。

　三重行政監視行政相談センター
(　227－6661)

人権擁護委員による人権相談
(無料・秘密厳守)
　いじめ、虐待、プライバシー侵
害、近隣関係など
■特設人権相談所

　津人権擁護委員協議会津地区委
員会(　228－4193）
■常設人権相談所
　毎週月～金曜日８時30分～17時
15分(祝・休日、年末年始を除く)
　津地方法務局人権擁護課(丸之内)
※電話相談　0570－003－110、　
0120－007－110(子ども相談)、　
0570－070－810(女性相談)
　同課(　228－4193)

かっちゅう


